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法人税額

!8.9兆円

資本階級別法人数、利益計上法人数、法人税額(国税) (平成 24年度)

全法人(252.6万社)※うち資本金1億円以下の法人は250.3万社(99.09%)

資本金1億円以下 | 資本金10億円以下

4. 5万社 I 1. 7万社

1.80% I 0.65% 

資本金50億円以下

O. 3万社

O. 139-も

資本金100億円以下

O. 1万社

0.03% 

資本金100億円超

O. 1万社

0.05% 

連結法人

O. 1万社

O. 059-も

資本金10億
円以下

1.2兆円

13.53% 

資本金50億 |i:資本金100
円以下 Ii 億円以下

O. 9兆円 I! 0.5兆円

9.97% 1: 5.41% 

資本金100億円超

2. 5兆円

28. 469-も

連絡法人

O. 6兆円

7.759も

資本金1億円以下の法人 3.1兆円(34.89%)

(出所) r会社標本調査(平成24年度分)J (国税庁)

資本金1億円超・連結法人 5.8兆円(65.11 %) 

資本金50億円以下

O. 2万社

O. 329-も

資本金100億円以下

O. 1万社

0.07% 

資本金100億円超

O. 1万社

O. 11 q也

連絡法人

O. 1万社

0.08% 
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資本金 1億円以外の資本金額の基準で取扱いを区分している税制の例
(中小企業投資促進税制)

中小企業者等が特定機械装置等の取得等をした場合に特別償却又は税額控除ができる。

【特定機械装置等】

①160万円以上の機械装置

②120万円以上の一定の工具、器具備品

③70万円以上の一定のソフトウェア

④車両総重量3.5t以上の貨物自動車

⑤内航海運業の用に供される船舶

資本金区分 右記以外

3， 000万円超 30%特別償却
1億円以下 (税額控除なし)

3， 000万円以下
30%特別償却

又は7%税額控除

(注)本措置における中小企業者等とは、次に掲げる法人をいう。
①中小企業者(イ・ロに掲げる法人をいう。)
イ資本金の額が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人
(イ)発行済株式総数の1/2以上が同ーの大規模法人の所有に属している法人
(ロ)発行済株式総数の2/3以上が大規模法人の所有に属している法人
なお、大規模法人とは、資本金の額が1億円を超える法人等をいう。

①~③の特定機械装置等が、
特定生産性向上設備等である場合

即時償却

文は 7%税額控除

即時償却

文は 10%税額控除

ロ資本を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1，000人以下の法人
②農業協同組合、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合、内航海運組合、出資組合である
生活衛生同業組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、森林組合等
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会計検査院による意見表示(平成22年)

中小企業者に対する法人税率の特例について(抜粋)(10月26日財務大臣及び経済産業大臣に対して意見表示)

0 多額の所得があり担税力が弱いとは必ずしも認められない中小企業者が、中小企業者に対する法人税率の

特例の適用を受けている事態が見受けられたことから、財務省及び経済産業省において、地域経済の柱となり

雇用の大半を担っている財務状況が脆弱で担税力の弱い中小企業者を支援するという中小企業者に対する

法人税率の特例を定めている法人税法の趣旨に照らして有効かつ公平に機能しているかの検証を踏まえて中

小企業者に対する法人税率の特例の適用範囲について検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示する。

中小企業者に適用される租税特別措置について(抜粋)(10月26日財務大臣及び経済産業大臣に対して意見表示)

0 多額の所得を得ていて財務状況が脆弱とは認められない中小企業者が、中小企業者に適用される特別措

置の適用を受けている事態が見受けられたことから、財務省及び経済産業省において、地域経済の柱となり雇

用の大半を担っている財務状況が脆弱な中小企業者を支援するという当該特別措置の趣旨に照らして有効か

つ公平に機能しているかの検証を踏まえ、中小企業者に適用される特別措置の適用範囲について検討するな

どの措置を講ずるよう意見を表示する。

3



所得階級別の中小企業者等の分布
(中小企業者等の法人税率の特例の所得階級別適用件数)

:0 多額の所得を得ながら中小企業向けの特例措置の適用を受けている企業が存在。
:0 なお、資本金 1億円超 10億円以下の大企業の平均所得は、 4. 2億円(会社標本調査より)。
'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-_. 

(件)

300，000 

250，000 

200，000 

150，000 

100，000 

50，000 

。

260，516 

(39.4%) 

137，817 

100万円以下 800万円以下 5.000万円以下 1億円以下

1，781 

(0.3%) 

801 

(0.1 %) 

40 

(0.0%) 

15 

(0.0%) 

5億円以下 10億円以下 50億円以下 100億円以下 100億円超(

(出典)租税特別措置の適用実態調査(24年度)より。普通法人のうち資本金の額が1億円以下であるもの若しくは資本を有しないもの(次のイ・ロの法人等を除く。 )文は人格のない社団等に係るもの
イ相互会社、 口大法人(資本金の額が5億円以上である法人等)との聞にその大法人による完全支配関係がある法人
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諸外国における法人税の軽減税率に係る中小法人の扱い 冠雪白
(2014年 1月現在)

---------------
アメリカ イギリス フランス

中小法人に係る
なし なし あり

特別な扱い

①グループ企業を含めた売上総額が

中小法人の 763万ユーロ(10.3億円)未満であり、

定義 ②資本 の 75%以上を個人等が保有し

ている法人

課税所得 年間利潤額 0基本税率

'1，000万ドル(10.0億円)超 35~も '30万ホ@ンド(4，830万円)超 23% 33早も

法人税率の
'7.5万ドル(750万円)超 '30万ホ。ンド(4，830万円)以下 20'予告

~1 ，000 万ドル (10.0 億円)以下
34号告

O中小法人の軽減税率
内容 '5万ドル(500万円)超 (上記税率は単純累進税率であり、年間利潤 -課税所得

~7.5 万ドル(750 万円)以下
25号色

額(走2)30万ポンド以上の法人は、全所得につ
15号古

38，120ユーロ(515万円)以下

'5万ドル(5∞万円)以下 15早色 いて23%の税率が適用される(注3))

(備考)邦貨換算レートは、 1ドル=100円、 1ポンド=161円、 1ユーロ=135円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成 25年(2013年)

11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。

(注1)ドイツにおいては、法人税率は単一税率とされており、中小法人に係る特別な扱いはない。

(注目課税所得に受取配当(グループ内の他の法人から受け取ったものを除く)及びその 9分の 1相当額を加算した額。

(注3) 基本税率は 2014年 4月から 21%に、 2015年 4月から四%に引き下げられる。
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l 中小企業に対する特別な取扱い(主なもの) I 
(単位億円程度)

内容

1 .税率 ① 所得金額のうち年 800万円以下の金額について、 25.5%(基本税

率)から 19%に軽減(法人税法)
ー・・・-----------------------ーーーーー岨値・・・・・・・・・・・・・・・・・・-----胃司・ーーーーーー-ー値圃--------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・・・・・---------------------------恒国.晶画値---

② 更に、時限的に 15%に軽減(租特法)

2.貸倒引当金 貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金算入可(大企業は銀行や

保険会社等を除き不可)(法人税法)

3.欠損金関係 ① 欠損金の繰越控除について所得金額の 100%(大企業は 80%)まで

損金算入できる(法人税法)

② 1年間の繰戻還付が可能(大企業は停止中)(法人税法則租特法)

4.留保金課税 特定同族会社に対して課される留保金課税の適用除外(法人税法)

5.投資減税等 ① 中小企業向け研究開発税制(租特法)

試験研究費の総額に係る税額控除の割合について、大企業の場合

(8-10%)より高い 12%を適用。
-・・・-------------------胃ーーーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"胃---------ー・値曲値値幽-------------------ーーーーーーーーー値・・・----------------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
② 中小企業投資促進税制(租特法)
ーーーーーーーーーーーー・-----------------------_---ーーーーーーーーーー・・----------------帽---ーーーーーー---・・・・・・・・・・・・・・・・-------------------------岨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③ 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又

は法人税額の特別控除(租特法)
-・・・--胃司ー胃帽ーーーーーーーーーーーーーー------------------------ーーーーー-------------------------ーーーーーーーー-ー・・・・・・・・・・・・----------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーー値圃合値.値----

④少額減価償却資産の特例(租特法)
(注)減収見込額は、 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書J (平成24年度)を基に試算した減収額(実績推計)。ただし、

※1の法人税法に基づく税率の軽減については、軽減されている税率割合に基づいて試算を、

減収見込額

企1，816
(※1) 

---_.幽岨・・・・・・・・・・ F 司ーー

企961

企212

ー-ー・・・・-----_.噂胃骨ーーーー

企551
---ーーー値ー・・・・・・・・・

企190
(※2) 

値動・-----ーーーーーーーーーーーー

企242

※2の「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」については、 25年度改正において創設したものであり、改正
時の改正減収見込額を記載している。
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中小企業者等の法人税率の特例
(所得階級別及び資本金階級別の適用状況)

0 中小企業者等の税率については、法人税法により基本税率 25. 5 %から 19 %に軽減され、更に租特法によりこ!
れを 15 %まで軽減(いずれも所得年800万円以下の部分)。

0 所得階級別でみると、約 73%の中小企業者が所得 800万円以下であり、全ての所得が税率 15 %の範囲内と!
なっている(国・地方を合わせた法人税率は 23%に満たない。)。

O 多額の所得を得ながら中小企業向けの特例措置の適用を受けている企業が存在。資本金 1億円超 10億円以下の大
企業の平均所得は、 4. 2億円(会社標本調査より)。

:0軽減税率による1法人あたり(所得年800万円以下部分)の税負担軽減効果(国税)は最大84万円。うち法人税法による軽

j 減分は52万円、租税特別措置法による軽減分は最大32万円。

所得階級
所得階級別

件数 適用金額(百万円) 資本金階級
資本金階級別

件数 適用金額(百万円)

0円又は欠損 全体の l 。 。
73号色

221，92i 100万円以下 f 卜¥ 88，908 

800万円以下 ~0，ll6 レノ 882.939 

1，000万円以下 526.491 1.649.440 

3，000万円以下 85.551 441.897 

1，000万円以下 25，106 199，653 
5，000万円以下 31，401 184，992 

5，000万円以下 112，711 897.848 1億円以下 18.569 125，779 

1億円以下 21.273 169，551 3億円以下 。 。
5億円以下 17.842 142，237 5億円以下 。 。
10億円以下 1，781 14.171 

10億円以下 。 。
50億円以下 801 6，360 

100億円以下 40 320 
100億円以下 。 。

100億円超 15 120 100億円超 。 。
ぷE』Z 計 662.012 2，402，108 ぷロ』 百十 662，012 2.402.108 

(出典)租税特別措置の適用実態調査(24年度)より。普通法人のうち資本金の額が1億円以下であるもの若しくは資本を有しないもの(次のイ・口の法人等を除く。)又は人格のない社団等に係るもの
イ相互会社、 ロ大法人(資本金の額が5億円以上である法人等)との聞にその大法人による完全支配関係がある法人
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| 中小企業と個人事業主の課税関係 l 

税率

中小企業(資本金 1{意円以下)

(国税)

法人税:15% (H24. 4. 1....... H27. 3. 31) (年800万円以下の所得)

25. 5% (年800万円超の所得)

地方法人税:法人税額に対し4.4先(H26.10. 1以後)

(地方税)(H26. 10. 1以後)

法人住民税:法人税額に対し12.9児
法人事業税:3.4%(課税所得400万円以下)、

5.1%(800万円以下)、

6. 7% (800万円超)

地方法人特別税:法人事業税額に対し43.2% 
※上記のほか法人住民税の均等割(最低7万円)がある。

代表者 卜法人段階:原則損金算入(定期間額のもの等)

(役員) 卜個人段階:給与所得控除あり

報酬

家族従業員給卜損金算入(ただし過大分等は損金不算入)
与

欠損金の繰1.9年間繰越可能(青色申告者のみ)

越し

個人事業主(青色申告)

(国税)

所得税:5児(課税所得195万円以下)、

10児(330万円以下)、20児(695万円以下)

23児(900万円以下)、 33%(1，800万円以下)

40% (4， 000万円以下)、

45% (4， 000万円超:H27年分から)

(地方税)

個人住民税:10% 
個人事業税:3.......5児 (事業主控除290万円)

※上記のほか個人住民税の均等割(4，000円)がある。

-法人段階:一

・個人段階:所得を得るために必要となった経費は、必要経費とし

て事業所得から控除(給与所得控除はなし)。

-その他:青色申告特別控除あり(65万円/10万円)

.必要経費に算入可能(相当と認められる範囲内)

※事業に専従していることが要件。事前に税務署への届け出が必

要 0

・3年間繰越可能(青色申告者のみ)

減価償却 卜定額法・定率法等で計算した償却限度額の範囲内(法人が 卜定額法・定率法等で計算した金額

損金経理した金額)
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| 資本金別の欠損法人割合の推移 E 

(%) 

75 
，i-竺J本金2卯?豆F9春j事ーー]

65 
68.3 

一機一
・
制
刃
・

一全一
‘、

守-4・
F
O
 

66.3 

i 資本金仰

56.9 

，/ ~、55.5
55 

150.0 

:繰欠控除
i制限(100%
l→80%)の
J改正によ

り、欠損
JJ1 法人減少

45 

t-ー蚕示金11き両以王ー値ー;

35 

31.1 

25 
昭56 57 58 59 60 61 62 63平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

(年(度)分)
(出所)会社様本調査(国税庁)
(備考) 1 平成23、24年度は、資本金2.000万円以下、2.000万円超、 l億円以上の区分により算出.

2 平成15年分~平成24年度分の全法人は連結法人を含むが、資本金別は連絡法人を含まない.
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ト 資本金階級別の同族会社の割合(推移) I 
(%) 

100 

90 

80 

70 

60 
-・・・~:.I -・・・・ E -・・・・It~ 11 

50 
圃圃圃圃圃 圃圃圃w....唱 -;'. ーーーーーーー."".L'咽 目

r"'~- ， ，，，，、， 、， I 平成7年 平成17年

40 

30 

20 

10 

O 
q与培、 ー〉予 ートヨン ー〉予 ー〉予 ート予 ート3ン ー~Y a_ y).Y a_ y).予

、。〆‘ 、。6げ がや小、 もやや付 が伏、 〆件 、ももや付 、様子、 伊 〆 、。折 、。dv
、、 'l，."- S. 

(資本金)

【法人数】

昭和60年 182，965 327，029 490，361 301.357 170，112 86.908 16.443 6，091 254 163 15 7 

平成7年 80.387 159.466 829.189 402.577 610.096 158.159 29.534 10.975 693 685 52 46 

平成17年 26，305 10，588 1.064.836 299.336 799，142 187.003 39.490 11.603 855 675 60 36 

(出典)会社標本調査

(注)同族会社 :株主等の 3人以下及びこれらの同族関係者(個人及び法人)が有する株式の総数文は出資金額の合計額が、その法人の発行済株式の総数文

は出資金額の 50%以上に相当する法人。
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中小法人と個人事業主との税負担率の比較(国税)

------_."".. 

25.5% _."".. ~ 
畠"，...""，

r/F; 
_."".. 1 

21.66%".， ".， ー一一一-一一一一一一一一一
中小法人 l J ゾ 四一-- j 

(租特の軽減税率適用なし) I __---- _.，"" 
""' 〆， ; ，，J' / i 

， /ふ~ !

/| 基本税率 | 
中小法人の法人税率

基本税率: 25.5% 

所得年800万円以下

租特の軽減税率適用なし:19%

租特の軽減税率適用あり :15%

税負担率
30% 

25% 

20% 
19% 

中小法人
(租特の軽減税率適用あり)/ 

課税所得金額

(万円)
1，930 1，355 回

て

15% 

10% 

5% 

0% 
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中小法人と個人事業主との税負担率の比較 (国税・地方税)
税負担率

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

中小法人の法人税

基本税率・ 25.5%

所得年800万円以下

租特の軽減税率適用なし:19%
租特の軽減税率適用あり:15%

地方法人税

法人税額 X4.4 %

中小法人の事業税(地方特別法人税を含む)

所得年400万円以下 :5.0% 
所得年400万円超800万円以下:7.3%
所得年800万円超 :9.6% 

法人住民税

法人税額x12. 9%(標準税率)

34.6% 

;;;iiii'* 
""，. ~ 

--ー圃圃'-- ・圃固，

基本税率
(外形標準課税適用法人の標準税率)

--_."".，- ー'-----ー

""，. ~ 
j ， 中小法人 1 i ，〆 i _ーーーーーーーーーー四回一ーーーーー-
" : (租特の軽減税制用なし) : l ./ __ーーーーすーーーー一

: ~ _-
~ - ----

--t ff--J，f' 7 
---ーーーーー申ーーーーーーーー シー.. i __""" 

， ! ~ ; 

21.Sy ~ : 

てご

360 850 1，380 

中小法人
(租特の軽減税率適用あり)

ロ人事業主の所得税…
個人事業税:5%(第1種事業等)

個人住民税:10%(標準税率)

(注)税負担率の算出にあたっては、事業税(地方法人特別税を含む。)の担金算入・必要経費を考慮、して計算している。

(事業税引前の)課税所得金額

(万円)

均等書11は考慮していない。
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特定同族会社の留保金課税制度

同族会社には、税制上特別の措置が講じられている。これは、少数株主の支配の下で、

家族への報酬・給与の支払い等による所得分割や怒意的な配当の繰延べ等が行われるお

それがあることを考慮した仕組みである。留保金課税制度もこうした一環として位置付けら

れている。 (平成 19年度の税制改正に関する答申)

0 制度の概要:課税留保金額に対し、次の税率により課税を行う

課税留保金額=所得等の金額一 (配当+法人税等)一留保控除額

税率 :課税留保金額3，000万円以下の部分 …10% 
11 1億円以下の部分 …15% 
11 1億円超の部分 …20% 

0 適用対象 :特定同族会社... 1株主 (その同族関係者を含む)による

持株割合等が50%を超える会社

資本金の額が 1億円以下であるものにあっ

ては、大法人(資本金の額が 5億円以上の

法人等)との聞にその大法人による完全支
|所

配関係がある法人等に限る。

得

0 留保金課税の状況

平成 22年度

平成 23年度

平成 24年度

455億円 内連結 (7億円)

423億円 内連結 (6億円)

530億円 内連結 (79億円)

出所 :r会社標本調査J(国税庁)

;留保控除額 (次のうち最も多い額)

j① 所得基準:所得等x40%

j② 定額基準 :2，000万円

:③ 積立金基準:資本金x25%一利益積立金額

留
保
金
課
税
額φ

 

配 当

法人税等

留保控除

内部留保

留保金課税
の対象

. 
;..1 
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欠損金の繰越控除制度の概要

0 事業年度開始の目前 9年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額は、当期の所得金額の80%を限度に損金

の額に算入する。

ただし、中小法人等にあっては、欠損金の控除限度額は所得金額の全額となる。

※ 欠損金額の生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出している

場合に限る。

中小法人等にあっては、欠損金の控除限度額は

.所得金額の全額となる。

2年目 l 

一一ー一一一ー一一一一ーーーーーーーーーーーーーー」

3年目 i

-ーーーーー一一ーーーー一一ーーーーーーーーー一ー一一ーー一一一一一一一一一」

課税所得

? ? 
? ? 
J 5 繰越可能期限

? ?  ~ 

? ?  9年目

? ? 
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法人の欠損の状況、繰越控除の適用期数

0 欠損法人の多くは、欠損金の繰越控除を適用している。
o 7期全て欠損の中小企業(資本金1億円以下)のうち約半数が、 7期のうち3期以上欠損金の繰越控除を
適用して、課税所得がゼ、ロとなっている。

法人の欠損の状況

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
資本金300万円以下 1，000万円以下 3，000万円以下 1億円以下

(出所)申告書の集計データに基づき財務省により作成

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

.3乃」期欠損 50% 

.5%1-寸期欠損 40% 

30% 

欠損 t 20% 

• 
;J110% 

1 0% 

全て繰超控 ， 

7期全て欠損の法人の状況 匂用盟品(伊i

2期黒字(繰鑓

控除適用)

5期赤字(欠鍋

金額の計上)

1期黒字(繰越

控除適用)

6期赤字(欠損
金額の計よ)

1億円超 l 資本金300万円以下 1.000万円以下 3.000万円以下 1億円以下 1億円超
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100% 

90% 

80% 

70% 

|減価償却限度額に占める実際の償却額の割合(利益計上法人分~l

ーーー資本金1，000万円未満

ーー・資本金1億円以上(連結含む)

59 60 61 62 63 平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
(84) (85) (86) (87) (88) (89) (1990) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (2000) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

(備考) 平成23、24年度区分は、以下、超となっている。
(出所) r会社標本調査J (国税庁)

(年(度)分)
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100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

ーーー資本金1，000万円未満

ーーー資本金5，000万円未満

ー一回資本金百恵円末;

|減価償却限度額に占める実際の償却額の割合(欠損法人分)I 

資本会L億円ー以去(連結合制

一¥

59 60 61 62 63 平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

(84) (85) (86) (87) (88) (89) (1990) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (2000) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

(備考) 平成23、24年度区分は、以下、超となっている。 (年(度)分)

(出所) r会社標本調査J (国税庁)
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| 損金算入される役員給与 ! 
0 一般的な給与

① 同一事業年度内定期同額給与

次の改定の場合の改定前定期間額給与・改定後定期同額給与
定期同額

② 
イ 3月以内改定

給与 口 臨時改定事由による改定
ハ 業績悪化改定事由による改定

③ 概ね同額の経済的利益

事前確定届出給与

利益連動給与

0 退職給与

O ストック・オプションによるもの

(注)1.損金算入される利益連動給与は、その算定方法が客観的なもの(報酬委員会が決定をしていること等の要件を満たすもの)

であること等の要件を満たすものに限る。

2.不相当に高額な部分や不正経理によるものは、損金に算入されない。

3.使用人兼務役員の使用人分については、原則として損金算入。
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資本金階級別の収益の状況(平成24年度)

資本金 1千万円未満
1千万円以上 5千万円以上 1億円以上

1 0億円以上 合計5千万円未満 1億円未満 1 0 億円未満

売上 100. 0% 100. 0出 100. 0% 100. 0% 100. 0% 100. 0% 

売上総利益 41.4% 27.3% 21.7% 19. 1 % 19. 7% 23.5目

販管費 40.5% 25. 3% 18. 6% 15. 9% 15. 8% 20.6% 

営業利益 0.9% 1. 9% 3. 0% 3.2% 3.8自 2.9出

税引前当期純利益 1. 6% 1. 8% 2. 7% 3. 1 % 3.8児 2. 9~ 

法人税、住民税及び
0.7% 0.9% 1. 1出 1. 2% 1. 3児 1. 1 % 事業税

当期純利益 0.9児 0.9% 1. 6目 1. 8目 2. 4出 1. 7% 

役員給与・賞与 9.3% 3. 5% 1. 1出 0.5% 0.2% 1. 9~ 

従業員給与・賞与 15. 1 % 14.0% 11. 9% 10. 5目 7. 6% 10.8% 

福利厚生費 1. 4% 1. 6% 1. 5% 1. 7% 1. 8出 1. 7% 

1社当たり役員数 1. 7人 2.3人 3.3人 4.2人 9. 1人 2.0人

1社当たり従業員数 4. 5人 15. 6人 88.4人 218. 0人 1398. 8人 14叫

出所:法人企業統計調査(平成24年度)
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| オーナー企業と個人事業主の課税ベースの比較 i 

0 オーナー企業では、自らの役員給与を法人段階で経費として損金の額に算入する一方で、その給与

について個人段階で給与所得控除を受けることが可能であり、怒意的な課税所得の操作に利用されや

すく(いわゆる「経費の二重控除J)、個人事業主との聞に課税の不均衡が存在。

【同族会社】
(例:オーナー企業)

f 法人段階 個人段階 トータル ¥ 

法人税の

課税ベース

経費

給与所得控除

所得税の

課税ベース

課税ベース

「・一一・・争

課

税/、

ース
の
不

均
衡

【個人事業主】

経 費

課税ベース
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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

0 平成 18年度改正で創設され、平成 22年度改正で廃止。

[廃止前の制度の概要)
実質的な一人会社のオーナーへの役員給与について、 「経費の二重控除」に相当する部分(給与所得控除相当部分)の

法人段階での損金算入を制限
0適用対象:実質的な一人会社(オーナー及びその同族関係者が株式の 90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員

の過半数を占めている同族会社)
0適用除外:①基準所得金額(個人事業所得相当分の所得)が年1， 600万円以下である場合

②基準所得金額(個人事業所得相当分の所得)が年1， 600万円超年3，000万円以下であり、かつ、当該所得に
占めるオーナー給与の割合が50%以下である場合

0本制度による損金不算入額 (21年度会社標本調査) 3， 267億円

(参考) 法人段階 オーナー段階 法人段階 オーナー段階 個人事業

課税

ベース

平成22年度税制改正大綱(抄) (平成21年12月22日閣議決定)

特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)については、現在、業務主宰役員(一人オーナー)の役員給与の一部を損金不算入とす

る制度が設けられています。この制度は、特殊支配同族会社の業務主宰役員は自ら給与を決めることで税負担の調整を図ることが可能であ

るという点を踏まえ、そうした役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除の対象となる「二重控除Jの問題に対処す

るために設けられたものです。しかし、この制度については、 二重控除を是正する手法として適当かといった批判があります。

このため、本制度は平成 22年度税制改正で廃止します。その上で、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、

個人事業主との課税の不均衡を是正し、 「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成 23年度税制改正で講じることとします。
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| 中小企業に係る税制の論点ゆ1) I 
: 1.現行の中小企業の基準(資本金1億円以下)では、全法人の99%が中小企業に分類されることとな
iる。公平の観点から、この基準を数段階にする、もしくは引き下げるべきではないか。

12.中小企業に係る基準について、資本金基準以外に他の基準で区分することが合理的な場合もある

:のではないか。
中小企業に係る特例は、財務基盤が脆弱な企業を支援するものであるにもかかわらず、

多額の所得を得ながら中小企業向けの特例措置の適用を受けている企業があるとの会計検
査院の指摘(平成22年)を踏まえて、資本金基準に加えて、所得基準など他の基準を設け
るべきではないか。

3.中小企業に対しては、軽減税率を含め様々な優遇措置が講じられているが、
0 軽減税率については、様々な優遇措置がある中で基本税率(25.5%)を引下げの方向で検討し
ていくのであれば、その必要性を検討すべきではないか。

0 中小企業向けのその他の租特については、他の租特と同様の考え方で見直していくべきではな
し、か。

中小企業は、様々な特例の適用をいつまでも受けることができ、その結果、収益力が低
い企業が存続し、産業の新陳代謝を阻害してないか。
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| 中小企業に係る税制の論点(その2) I 
4. 個人・法人間の税制上の遣いによって法人を選択する「法人成り」の歪みを取り除くべ

きではないか。
O 法人と個人事業主については、
①代表者への給与支払いや、専従していない家族従業員に対する給与の損金算入及び給

与所得控除が適用できること(個人事業主は不可)
②減価償却費について償却限度額の範囲内で任意償却が可能なこと(個人事業主は任意

償却不可)
③所得の水準によって限界税率が異なること
等の税制上の相違点がある。
※ 中小企業の減価償却費は、事業年度によって大きく変動している実態があり、償却

限度額の範囲内で損金算入を認める現行の税制(任意償却。個人事業主は任意償却不

可)が利益の調整に使われているおそれがある。
※ 中小企業の場合、金融機関以外からの借入金残高が多い。役員や家族従業員に対し

て給与等を支給した上で、役員等から借入を行う場合もある。

0 恋意的な配当の繰延べ等が行われるおそれがあることを考慮し、同族会社の留保金課
税は、中小企業も適用対象とする見直しが必要ではないか。

0 なお、行政サービスに係るコストを公平に負担するとの観点から、広く薄く課税する
ことを徹底していくことにより、結果として法人成りの問題に対応することができるの
ではないか。
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